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風しんの追加的対策に係る手引き（第３版）の一部改訂について 

 

 

「風しんの追加的対策に係る手引き（第３版）」（厚生労働省作成）につきまして

は、令和元年７月１６日付け（健Ⅱ56）をもって、ご連絡申し上げたところでありま

す。 

今般、厚生労働省において、令和元年１０月１日からの消費税率引き上げに伴う事

項を追加するなど、同手引きの一部改訂が行われましたのでご連絡申し上げます。 

主な改訂の内容は下記のとおりでありますので、貴会におかれましても本件につい

てご了知いただき、貴会管下郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方につきま

して、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．受診票裏面の「風しんの抗体検査価格」を改訂（消費税率１０％に対応）（P13） 

 

２．2019 年 10 月 1 日以降の風しんの抗体検査、予防接種の価格、請求の考え方につ

いて記載を追加（価格：P24、32 請求：P40） 

【適用税率の考え方】 

（１）検査（採血）、予防接種の実施日が令和元年 9月 30日以前：消費税率は 8％ 

（２）検査（採血）、予防接種の実施日が令和元年 10月 1日以降：消費税率は 10％ 

 

【請求】 

（１）同一月に消費税率の異なる請求が発生する場合は、市区町村別請求書を税率別

に２枚作成する。 

（２）編綴は、①請求総括書（１枚）、②税率 8％分の市区町村別請求書＋受診票＋

予診票、③税率 10％分の市区町村別請求書＋受診票＋予診票の順に編綴する。 

（３）厚生労働省ホームページ掲載の請求総括書様式（Excel）は、複数税率の自動計

算に対応していないため、請求総括書の作成にあたっては合計額を直接入力する。 

 

３．Ｑ＆Ａの追加等（P51、55） 

Q17について追記されるとともに、Q21、Q23が追加された。 

 

 






